
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
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　訓

　令 

○
福
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県
事
務
決
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程
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を
改
正
す
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訓
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○
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○
保
安
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指
定
施
業
要
件
を
変
更
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る
予
定
で
あ
る
旨
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通
知
を
す
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森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
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六
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　公

　告 

○
落
札
者
を
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し
た
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六
〇
三 

○
大
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模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
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あ
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た
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六
〇
四 

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

　り
特
定
小
売
商
業
施
設
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                 

六
〇
四 

　福
島
県
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院
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○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
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六
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福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
六
十
一
号 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

七
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

た
だ
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
委
任
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
会

津
保
健
所
長
に
限
る
。 

第
七
条
第
八
号
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑵

　第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
不
許
可
の
通
知 

第
七
条
第
九
号
中
⑽
を
⒂
と
し
、
⑸
か
ら
⑼
ま
で
を
⑽
か
ら
⒁
ま
で
と
し
、
⑷
を
⑺
と
し
、
そ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑻

　第
三
条
の
四
第
三
項
で
準
用
す
る
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
不
承
認
の
通
知 

⑼

　第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宿
泊
者
名
簿
の
要
求 

第
七
条
第
九
号
中
⑶
を
⑸
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑹

　第
三
条
の
三
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
不
承
認
の
通
知 

第
七
条
第
九
号
中
⑵
を
⑶
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑷

　第
三
条
の
二
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
不
承
認
の
通
知 

第
七
条
第
九
号
中
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑵

　第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
不
許
可
の
通
知 

第
七
条
第
十
号
中
⑸
を
⑹
と
し
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で
を
⑶
か
ら
⑸
ま
で
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

⑵

　第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
不
許
可
の
通
知 

第
七
条
第
十
一
号
中
⑹
を
⒁
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⒂

　第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⒃

　第
九
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 

⒄

　第
九
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令 

⒅

　第
九
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及

び
禁
止 

第
七
条
第
十
一
号
中
⑸
を
削
り
、
⑷
を
⑹
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑺

　第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
禁
止 

⑻

　第
八
条
で
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
設
置
の
許
可 

⑼

　第
八
条
で
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
変
更
届
出
の
受
理 

⑽

　第
八
条
で
準
用
す
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
不
許
可
の
通
知 

⑾

　第
八
条
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 

⑿

　第
八
条
で
準
用
す
る
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令 

⒀

　第
八
条
で
準
用
す
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
禁
止 

第
七
条
第
十
一
号
中
⑶
を
⑸
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 
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⑶

　第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
化
製
場
及
び
死
亡
獣
畜
取
扱
場
の
変
更
届
出
の
受
理 

⑷

　第
四
条
の
規
定
に
よ
る
不
許
可
の
通
知 

第
七
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
一
の
二

　福
島
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
四

号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑵

　第
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑶

　第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

第
七
条
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十
六

　と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
畜
場
の
設
置
の
許
可 

⑵

　第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理 

⑶

　第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
の
受
理 

⑷

　第
七
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
の
実
施 

⑸

　第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑹

　第
八
条
の
規
定
に
よ
る
衛
生
管
理
責
任
者
の
解
任
の
命
令 

⑺

　第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
の
実
施 

⑻

　第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑼

　第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
作
業
衛
生
責
任
者
の
解
任
の
命

令 

⑽

　第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑾

　第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
と
さ
つ
又
は
解
体
の
場
所
、
取
扱
方
法
及
び
処
理
方
法
の

指
示 

⑿

　第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査 

⒀

　第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
獣
畜
の
皮
の
持
ち
出
し
の
許
可 

⒁

　第
十
四
条
第
四
項
で
準
用
す
る
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査 

⒂

　第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置 

⒃

　第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 

⒄

　第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
使
用
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令 

⒅

　第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
さ
つ
又
は
解
体
の
業
務
停
止
命
令
及
び
と
さ
つ
若
し
く

は
解
体
の
禁
止 

第
七
条
第
十
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

十
六
の
二

　と
畜
場
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
持
ち
出
し
の
許
可 

十
六
の
三

　と
畜
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
こ
と
。 

⑴

　第
三
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
規
定
に
よ
る
指
示 

⑵

　第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

十
六
の
四

　福
島
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
令
第
八
号
）
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑵

　第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
届
出
の
受
理 

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
会
津
保
健
所
が
管
轄

す
る
区
域
の
事
務
を
除
く
。 

第
九
条
第
一
号
中
「
（
と
畜
場
」
の
下
に
「
（
福
島
県
会
津
保
健
所
が
管
轄
す
る
区
域
に
所
在
す
る

と
畜
場
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
九
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二

　と
畜
場
法
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
畜
場
の
設
置
の
許
可 

⑵

　第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理 

⑶

　第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
の
受
理 

⑷

　第
七
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
の
実
施 

⑸

　第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑹

　第
八
条
の
規
定
に
よ
る
衛
生
管
理
責
任
者
の
解
任
の
命
令 

⑺

　第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
の
実
施 

⑻

　第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑼

　第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
作
業
衛
生
責
任
者
の
解
任
の
命

令 

⑽

　第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

⑾

　第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
と
さ
つ
又
は
解
体
の
場
所
、
取
扱
方
法
及
び
処
理
方
法
の

指
示 

⑿

　第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査 

⒀

　第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
獣
畜
の
皮
の
持
ち
出
し
の
許
可 

⒁

　第
十
四
条
第
四
項
で
準
用
す
る
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査 

⒂

　第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置 

⒃

　第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 

⒄

　第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
使
用
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令 

⒅

　第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
さ
つ
又
は
解
体
の
業
務
停
止
命
令
及
び
と
さ
つ
若
し
く

は
解
体
の
禁
止 

第
九
条
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
条
第
二
号
の
次
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。 

三

　と
畜
場
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
持
ち
出
し
の
許
可 

四

　と
畜
場
法
施
行
規
則
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
三
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
規
定
に
よ
る
指
示 

⑵

　第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

五

　福
島
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 
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⑵

　第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
届
出
の
受
理 

附

　則 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
六
十
二
号 

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

　第
一
条
及
び
第
一
条
の
二
中
「
申
請
書
」
を
「
申
請
方
法
」
に
改
め
る
。 

　第
二
条
中
「
申
出
書
」
を
「
申
出
方
法
」
に
改
め
る
。 

　第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
中
「
届
出
書
」
を
「
届
出
方
法
」
に
改
め
る
。 

　第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
中
「
申
請
書
」
を
「
申
請
方
法
」
に
改
め
る
。 

　第
八
条
中
「
及
び
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
八
条
第

一
項
」
に
、
「
申
請
書
」
を
「
申
請
方
法
」
に
改
め
る
。 

　第
九
条
、
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
三
中
「
申
請
書
」
を
「
申
請
方
法
」
に
改
め
る
。 

　第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
か
ら

第
九
条
の
三
ま
で
」
を
「
第
四
条
の
二
」
に
、
「
申
請
書
又
は
届
出
書
」
を
「
申
出
書
」
に
、
「
申
請

又
は
届
出
」
を
「
申
出
」
に
改
め
、
「
又
は
施
設
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
届
出
方
法
に
よ
る
」
を
「
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
五
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
に
規

定
す
る
申
請
方
法
、
申
出
方
法
又
は
届
出
方
法
に
よ
る
申
請
、
申
出
又
は
」
に
、
「
当
該
届
出
」
を
「
当

該
申
請
、
申
出
又
は
届
出
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
第
一
条

か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
五
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
に
規
定
す
る
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
出
書

に
よ
る
申
請
、
申
出
又
は
届
出
は
、
改
正
後
の
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
第
一
条
か
ら
第
四
条

ま
で
及
び
第
五
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
に
規
定
す
る
申
請
方
法
、
申
出
方
法
又
は
届
出
方
法
に
よ

り
行
わ
れ
た
申
請
、
申
出
又
は
届
出
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
訓
令
第
十
六
号 

本

　庁

　機

　関

　

 

出

　先

　機

　関

　

 

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
中

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

10

 
 

13

　

福
島
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律

 
施
行
細
則

（昭
和

59年
福
島
県
規
則

 
第

54号

）の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲

 
げ
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

。
⑴　

第
５
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

 
受
理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑵　

第
６
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

 
受
理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑶　

第
８
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

 
受
理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
 

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
中
９
を
削
除
し
、
８
を

と
し
、

11

７
を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

10

11

 
 

12　
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和

 
23年
法
律
第

140号

）の
施
行
に
関
す

 
 

る
次
に
掲
げ
る
こ
と
　
　
　
　
　

 
 

。
⑴　

第
２
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規

 
定
に
よ
る
許
可　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑵　

第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
化
製
場
及
び
死
亡
獣
畜
取
扱
場
の

 
設
置
の
許
可　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑶　

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

 
化
製
場
及
び
死
亡
獣
畜
取
扱
場
の

 
変
更
届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑷　

第
４
条
の
規
定
に
よ
る
不
許
可

 
の
通
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑸　

第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査　
　

 
○

 
⑹　

第
６
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
措

 
置
命
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑺　

第
７
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

 
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び

 
禁
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○
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⑻　
第
８
条
で
準
用
す
る
第
３
条
第

 
１
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
設
置

 
の
許
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑼　

第
８
条
で
準
用
す
る
第
３
条
第

 
２
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
変
更

 
届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑽　

第
８
条
で
準
用
す
る
第
４
条
の

 
規
定
に
よ
る
不
許
可
の
通
知　
　

 
○

 
⑾　

第
８
条
で
準
用
す
る
第
６
条
第

 
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

 
及
び
立
入
検
査　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑿　

第
８
条
で
準
用
す
る
第
６
条
の

 
２
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令　
　

 
○

 
⒀　

第
８
条
で
準
用
す
る
第
７
条
の

 
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
並
び

 
に
使
用
の
制
限
及
び
禁
止　
　
　

 
○

 
⒁　

第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
許
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒂　

第
９
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る

 
届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒃　

第
９
条
第
５
項
で
準
用
す
る
第

 
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

 
の
徴
収
及
び
立
入
検
査　
　
　
　

 
○

 
⒄　

第
９
条
第
５
項
で
準
用
す
る
第

 
６
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
措
置
命

 
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒅　

第
９
条
第
５
項
で
準
用
す
る
第

 
７
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消

 
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
禁
止

 
○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
中
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

９　
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食

食
肉

 
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律

（平
成
２

衛
生

 
年
法
律
第

70号

）の
施
行
に
関
す

検
査

 
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
　
　
　
　

 
所
長 

 
。

⑴　
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可　

 
○

 
 

⑵　
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

許
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑶　
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

届
出
の
受
理
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑷　
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑸　
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
食
鳥
処

 
 

理
の
許
可
の
取
消
し
及
び
事
業
の

 
 

停
止
命
令　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑹　
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
食
鳥
処

 
 

理
場
の
整
備
改
善
及
び
使
用
禁
止

 
 

の
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
及

 
 

び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
停
止
命
令

 
○

 
 

⑺　
第

12条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑻　
第

13条
の
規
定
に
よ
る
解
任
命

 
 

令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑼　
第

14条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

 
 

受
理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 

⑽　
第

15条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま

 
 

で
の
規
定
に
よ
る
検
査　
　
　
　

 
 
○

⑾　
第

16条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
認
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⑿　

第
16条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る

 
認
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒀　

第
16条

第
６
項
の
規
定
に
よ
る

 
解
任
命
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒁　

第
16条

第
７
項
の
規
定
に
よ
る

 
報
告
の
受
理
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒂　

第
16条

第
８
項
の
規
定
に
よ
る

 
届
出
の
受
理
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒃　

第
16条

第
９
項
の
規
定
に
よ
る

 
指
導
及
び
助
言　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒄　

第
20条

本
文
の
規
定
に
よ
る
措

 
置　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒅　

第
37条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
報
告
の
徴
収　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
⒆　

第
38条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
立
入
検
査
及
び
質
問
並
び
に
収
去

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
中
５
を
８
と
し
、
４
を
７
と
し
、
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３
を
６
と
し
、
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
２　

と
畜
場
法

（昭
和

28年
法
律
第

114 
 

 
食
肉

 
号

）の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

 
 

衛
生

 
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
検
査

 
。

⑴　
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

所
長 

 
と
畜
場
の
設
置
の
許
可　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑵　
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

 
 

申
請
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑶　
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

 
 

変
更
届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑷　
第
７
条
第
５
項
第
３
号
の
規
定

 
 

 
 

に
よ
る
講
習
会
の
実
施　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑸　
第
７
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

 
 

届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑹　
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
衛
生
管

 
 

 
 

理
責
任
者
の
解
任
の
命
令　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑺　
第

10条
第
２
項
に
お
い
て
準
用

 
 

 
 

す
る
第
７
条
第
５
項
第
３
号
の
規

 
 

 
 

定
に
よ
る
講
習
会
の
実
施　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑻　
第

10条
第
２
項
に
お
い
て
準
用

 
 

 
 

す
る
第
７
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

 
 

 
 

る
届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⑼　
第

10条
第
２
項
に
お
い
て
準
用

 
 

 
 

す
る
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
作
業

 
 

 
 

衛
生
責
任
者
の
解
任
の
命
令　
　

 
○

 
 
○

 
食
肉

⑽　
第

13条
第
１
項
第
１
号
の
規
定

 
 

 
衛
生

に
よ
る
届
出
の
受
理　
　
　
　
　

 
○

 
衛
生
○

 
検
査

⑾　
第

13条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

 
推
進

 
所
課

と
さ
つ
又
は
解
体
の
場
所

取
扱

 
課
長 

 
長　

 
、

方
法
及
び
処
理
方
法
の
指
示　
　

 
 

○
 

 
○

 
⑿　

第
14
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま

 
 

 
 

で
の
規
定
に
よ
る
検
査　
　
　
　

 
 

○
 

 
○

 
⒀　

第
14条

第
３
項
第
２
号
の
規
定

 
 

 
 

に
よ
る
獣
畜
の
皮
の
持
ち
出
し
の

 
 

 
 

許
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
 
○

 
 

⒁　
第

14条
第
４
項
で
準
用
す
る
同

 
 

 
 

条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規

 
 

 
 

定
に
よ
る
検
査　
　
　
　
　
　
　

 
 

○
 

 
○

 

⒂　
第

16条
の
規
定
に
よ
る
措
置
　

 
 

○
 
○

⒃　
第

17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査　
　

 
○

 
○

 
⒄　

第
18条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

許
可
の
取
消
し
及
び
使
用
の
制
限

 
 

若
し
く
は
停
止
の
命
令　
　
　
　

 
○

 
○

 
⒅　

第
18条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

と
さ
つ
若
し
く
は
解
体
の
業
務
の

 
 

停
止
命
令
及
び
と
さ
つ
等
の
禁
止

 
 

命
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

○
 

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
中
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
３　

と
畜
場
法
施
行
令

（昭
和

28年
政

 
 

 
令
第

216号

）第
５
条
第
１
項
第
１

 
 

号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る

 
 

 
持
ち
出
し
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

 
○

 
○

 
。

４　
と
畜
場
法
施
行
規
則

（昭
和

28年
 

 
厚
生
省
令
第

44号

）に
関
す
る
次
に

 
 

掲
げ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
。

⑴　
第
３
条
第
１
項
第
７
号
イ
の
規

 
 

 
定
に
よ
る
指
示
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
○

 
⑵　

第
12条

第
３
項
第
３
号
の
規
定

 
 

に
よ
る
報
告
の
受
理　
　
　
　
　

 
○

 
○

 
５　

福
島
県
と
畜
場
法
施
行
細
則

（昭
 

 
 

和
29年

福
島
県
規
則
第
８
号

）に
関

 
 

す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と

　
　
　
　

 
 

 
。

⑴　
第

12条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

 
 

受
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

 
○

 
⑵　

第
14条

の
規
定
に
よ
る
廃
止
届

 
 

出
の
受
理　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
○

○

附

　則 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
富
岡
町
産
業
振
興
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
双
葉
富
岡
店

　福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
新
夜
ノ
森
二
百
四
十
四
番
二

ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
富
岡
店 

（
変
更
後
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
双
葉
富
岡
店 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　井
上

　惠
右 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

　３

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　井
上

　惠
右 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

　平
成
二
十
四
年
七
月
一
日 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

　平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日 

３

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名  

平
成
二
十
九
年
六
月
二

十
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
富
岡
町
産
業
振
興
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
双
葉
富
岡
店

　福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
新
夜
ノ
森
二
百
四
十
四
番
二

ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　遠
藤

　義
行 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　遠
藤

　義
行 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
三
年
二
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
富
岡
町
産
業
振
興
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
双
葉
富
岡
店

　福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
新
夜
ノ
森
二
百
四
十
四
番
二

ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　遠
藤

　義
行 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　遠
藤

　義
行 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
七

年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市

観
光
商
工
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
一
箕
町
店

　福
島
県
会
津
若
松
市
藤
原
二
丁
目
二
十
一
番
六
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
五
号 

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人

福
島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
農
地
を
利
用
す
る
権
利

（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し
て
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
で
次
の
と
お

り
裁
定
し
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

白
河
市
借
宿
藤
ノ
宮

　一
〇
番

　田

　
　
　
　九
七
七 

同

　市
借
宿
藤
ノ
宮

　一
一
番

　田

　
　一
、
〇
〇
〇 

同

　市
借
宿
藤
ノ
宮

　一
二
番

　田

　
　一
、
〇
〇
〇 

同

　市
借
宿
藤
ノ
宮

　五
四
番

　田

　
　
　
　七
二
八 

二

　利
用
権
の
内
容 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

１

　始
期

　令
和
七
年
一
二
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　一
〇
年
一
月 

四

　農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

星

　文
雄 

五

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　二
九
、
〇
五
〇
円 

六

　補
償
金
の
支
払
の
方
法 

当
該
利
用
権
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
。 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
岩
ノ
入
一
五
二
〇
の
一 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
水
上
山
二
二
七
六 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法

　

 
⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
君
ヶ
下
九
二
四 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若
宮
字
高
森
山
甲
二
九
八
八
の
八
二 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
高
森
山
甲
二
九
八
八
の
八
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
牛
沢
山
乙
三
九
九
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若
宮
字
吾
妻
山
甲
二
九
九
八
の
七
七
六 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若
宮
字
小
白
布
山
甲
二
九
九
一
の
一
三
〇
か
ら
甲
二
九
九
一
の
一
三
二

ま
で 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
小
白
布
山
甲
二
九
九
一
の
一
三
〇
・
甲
二
九
九
一
の
一
三
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
猪
苗
代
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
猪
苗
代
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
ソ
ネ
ノ
木
堂
一
の
五
・
字
狐
塚
一
の
五
・
一
の
六
（
以
上
三
筆
国
有

林
）
、
字
高
篠
一
の
一
、
一
の
四
、
一
の
七
、
逢
瀬
町
河
内
字
大
岩
山
一
の
一
か
ら
一
の
一
六
ま

で
、
一
の
一
八
か
ら
一
の
二
〇
ま
で
、
逢
瀬
町
多
田
野
字
黒
岩
山
一
の
一
、
字
ソ
ネ
ノ
木
堂
一
の

三
、
字
大
木
立
一
の
一
、
字
狐
塚
一
の
四
、
字
入
狐
塚
一
、
字
ト
ケ
森
一
、
字
釜
場
山
一
の
一
、

一
の
二
、
字
吹
倒
一
、
字
滑
石
一
、
字
額
取
一
の
一
、
一
の
二 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
石
切
場
一
の
二
（
国
有
林
）
、
字
水
道
山
一
の
一
、
字
猿
ヶ
番
場
一

の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
字
三
ノ
沢
一
、
字
鳥
海
沢
一
の
一
、
字
コ
ウ
ス
ベ
一
、
字
大
萱
野
一
、

字
片
平
萱
一
の
一
、
字
半
兵
衛
釜
一
、
字
二
本
ブ
ナ
一
、
字
胡
桃
滝
一
、
字
石
切
場
一
の
一
、
一

の
三
、
一
の
四
、
字
二
ノ
沢
一 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法

　

 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

郡
山
市
湖
南
町
横
沢
字
伊
藤
落
二
六
二
七
の
一 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

郡
山
市
湖
南
町
中
野
字
櫛
ヶ
峯
六
六
一
〇 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
郡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

鈴
木
政
男  
阿
部
初  

愛
川
義
勇  

愛
川
博
士  

伊
藤
喜
夫  

井
戸
川
チ
ヨ  

荻
野
一
之  

荻
野

茂
男  

関
口
健
一  
岩
佐
博  

菊
地
ミ
ツ
エ  

吉
田
昭  

吉
田
俵
造  

金
沢
吉
次  

櫛
田
庄
藏  

熊
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谷
ハ
ナ  

熊
谷
長
重  

高
木
利
政  

国
井
勝
蔵  

根
本
竹
次
郎  

佐
久
間
盛
男  

佐
藤
誠  

佐
藤
博

　佐
藤
金
與  

佐
藤
佐
内  

佐
藤
三
男  

佐
藤
三
郎  

佐
藤
重
二  

佐
藤
森
義  

佐
藤
政
光  

佐
藤

千
代  

坂
本
ア
イ
子  

坂
本
勝
重  

山
田
金
助  

市
毛
政
好  

志
田
恒
政  

柴
崎
正  

柴
崎
德
夫

　

秋
場
武
一  

小
松
雍
孝  

小
野
忠
仁  

小
野
武
雄  

小
林
猪
三
郎  

松
本
義
顕  

松
本
義
造

　松
本

軍
次
郎  
松
本
司
郎  

松
本
次
雄  

松
本
良
一  

上
平
孝
秀  

神
勇
吉  

菅
波
登  

菅
波
寿
子  

菅

波
忠
男  
制
野
銀
四
郎  

西
山
清
三  

斉
藤
德
二  

川
名
茂
重  

浅
田
金
吾  

草
野
久  

草
野
好

　

草
野
剛  
草
野
清  

草
野
登  

草
野
勇  

草
野
シ
ナ  

草
野
セ
イ  

草
野
ヨ
ネ  

草
野
ヱ
イ  

草
野

一
郎  

草
野
栄
行  
草
野
広
文  

草
野
綱
次
郎  

草
野
三
次  

草
野
昌
光  

草
野
政
春  

草
野
正
一

  

草
野
正
一
郎  
草
野
正
克  

草
野
正
保  

草
野
長
治  

草
野
定
信  

草
野
鉄
夫  

草
野
豊
一  

草

野
末
吉  

草
野
眞
平  
草
野
髙
保  

足
立
金
一
郎  

大
河
原
德
衛  

大
橋
金
一  

大
橋
時
宗  

大
榊

森
司  

大
榊
武
雄  

大
曽
根
満  

大
平
正  

大
平
忠
一  

大
平
敏
子  

沢
田
德
寧  

丹
野
政
男  

中

柴
十
一
郎  

中
村
幸
助  

中
野
新  

仲
野
谷
稔  

猪
狩
源
一  

長
塩
友
吉  

長
谷
川
ミ
ノ  

長
谷
川

忠
一  

椿
友
広  

田
久
一
義  
田
久
一
寿
郎  

田
久
寛
一  

田
久
亀
吉  

渡
辺
ハ
ナ
エ  

渡
辺
秀
治

  

渡
辺
重
寿  

渡
辺
長
治  

渡
辺
武
夫  
渡
辺
房
一  

藤
井
正
男  

日
西
清
長  

白
井
一
郎  

箱
根

春
雄  

箱
崎
ヤ
ス  

飯
沢
豊
次  

飯
沢
與
助  

飯
野
夏
雄  

武
田
清  

福
田
シ
ン  

平
山
九
兵
衛

　

平
沢
勝
已  

平
沢
德
藏  

面
川
仁
助  

門
間
門
藏  

野
川
讓  

野
村
四
郎  

柳
内
ス
テ
子

　柳
内
絹

子

　柳
内
芳
弥

　両
角
久
衛

　鈴
木
登

　鈴
木
務

　鈴
木
勇

　鈴
木
ス
ヱ

　鈴
木
マ
ツ

　鈴
木
ヤ
イ

　鈴
木
一
栄

　鈴
木
一
郎

　鈴
木
慶
助

　鈴
木
三
男
平

　鈴
木
春
次
郎

　鈴
木
丈
夫

　鈴
木
定
助

　

鈴
木
年
丸

　鈴
木
博
文

　鈴
木
繁
造

　鈴
木
武
雄

　鈴
木
保
彦

　鈴
木
末
雄

　鈴
木
髙
嘉

　鈴
木
髙

義

　栁
内
亀
正

　栁
内
良
策

　栁
内
林
平

　髙
木
保

　髙
木
嘉
章

　髙
木
重
勝

　髙
木
與
四
郎

　高

木
良
一

　小
林
丈
男 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号
）
に

よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
     

                                       

公 告 第 ２ ３ ８ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 庁 舎 で 使 用 す る 電 気 に つ

い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手
続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び
福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第 1 7 号 ） 第 2 7 4 条 の 1 1 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す  
る 。  

令 和 ７ 年 12 月 23 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
福 島 県 庁 舎 で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 4 , 0 5 6 , 8 0 0 kWh  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 総 務 部 文 書 管 財 総 室 施 設 管 理 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ７ 年 10 月 15 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
Ｒ Ｅ １ ０ ０ 電 力 株 式 会 社   東 京 都 中 央 区 日 本 橋 二 丁 目 ９ 番 10 号  

５   落 札 金 額  
1 2 0 , 1 9 8 , 8 8 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日  

（ 施 設 管 理 課 ）  
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公
告
第
二
百
三
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
双
葉
富
岡
店

　福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
新
夜
ノ
森
二
百
四
十
四
番
二

ほ
か 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計 

二
千
二
百
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

三

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計 

零
平
方
メ
ー
ト
ル 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

五

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

六

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
二
百
四
十
号 

　福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
福

島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域

づ
く
り
・
商
工
労
政
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
、
伊
達

市
産
業
部
商
工
観
光
課
、
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室
、
相
馬
市
産
業
部
商
工
観
光
課
、
桑
折

町
産
業
振
興
課
、
国
見
町
産
業
振
興
課
、
川
俣
町
政
策
推
進
課
及
び
飯
舘
村
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

１

　名
称

　イ
オ
ン
モ
ー
ル
伊
達 

２

　所
在
地

　伊
達
市
堂
ノ
内
地
区
一
街
区
二
三
二
画
地
ほ
か
二
百
八
十
九
筆
（
伊
達
市
堂
ノ
内
土

地
区
画
整
理
事
業
地
内
） 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　特
定
小
売
商
業
施
設
の
店
舗
面
積
の
合
計 

（
変
更
前
）
六
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
四
万
八
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

２

　特
定
小
売
商
業
施
設
の
延
べ
面
積 

（
変
更
前
）
十
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
九
万
九
千
七
百
五
十
八
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
病
院
局 
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公 告 第 ４ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 双 葉 地 域 に お け る 中 核 的 病 院 整
備 基 本 ・ 実 施 設 計 業 務 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公
共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。  
以 下 「 特 定 政 令 」 と い う 。 ） 第 12 条 及 び 福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局
管 理 規 程 第 ５ 号 ） 第 229 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 12 月 23 日  
                                        福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   挾   間   章   博  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  
    双 葉 地 域 に お け る 中 核 的 病 院 整 備 基 本 ・ 実 施 設 計 業 務   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 本 局 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 病 院 局 病 院 経 営 課   福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
    令 和 ７ 年 10 月 20 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  
    株 式 会 社 石 本 建 築 事 務 所   東 京 都 千 代 田 区 九 段 南 四 丁 目 ６ 番 12 号  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
    4 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
    特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ６ 号 該 当  
                                                                （ 病 院 経 営 課 ）  
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